
現行 改正案
第３条 第３条

この法人は、北海道民に対して、
社会教育・文化や金融・経済知識
の普及啓発に関する事業を行い、
北海道民の生活向上及び北海道経
済の発展に寄与することを目的と
する。

この法人は、北海道民に対して、
社会教育・文化や金融・経済知識
の普及啓発に関する事業、ならび
に、環境・福祉や防災・防犯対策
などの安全・安心に関するまちづ
くり事業を行い、北海道民の生活
向上及び北海道経済の発展に寄与

第５条 第５条
この法人は、第３条の目的を達成
するため、特定非営利活動に係る
事業として、次の事業を行う。

この法人は、第３条の目的を達成
するため、特定非営利活動に係る
事業として、次の事業を行う。

(1) 金融・経済知識の普及啓発事業
(1)社会教育・文化や金融・経済知
識の普及啓発事業

(2) 子どもの健全育成や 消費者保
護を図り、能力開発を通じて経済
活動の活性化を図る事業

(2)環境・福祉や防災・防犯対策な
どの安全・安心に関するまちづく
り事業

(3)機関紙の発行やホームページな
どによる情報発信事業

(3) 子どもの健全育成や 消費者保
護を図り、能力開発を通じて経済
活動の活性化を図る事業
(4)機関紙の発行やホームページな
どによる情報発信事業

２ この法人は、次にその他の事
業を行う。

２ この法人は、次にその他の事
業を行う。

 (1) 出版事業  (1) 出版事業
(2) 物品の斡旋及び販売事業 (2) 物品の斡旋及び販売事業
(3) その他役務の提供事業 (3) その他役務の提供事業
(4) 会員相互の交流に係る事業 (4) 会員相互の交流に係る事業
３ 前項に掲げる事業は、第１項に
掲げる事業に支障がない限り行う
ものとし、収益を生じた場合は、
第１項に掲げる事業に充てるもの

３ 前項に掲げる事業は、第１項に
掲げる事業に支障がない限り行う
ものとし、収益を生じた場合は、
第１項に掲げる事業に充てるもの

特定非営利活動法人定款改正案（２０１８年２月５日）


